
申請書類①.登録基準確認用紙

申請書類②.基礎情報書類（総合型クラブ概要等）

申請書類③.規約・会則・定款等

申請書類④.役員名簿

申請書類⑤.総合型クラブ内で承認を得た当該年度事業計画・予算

申請書類⑥.総合型クラブ内で承認を得た前年度事業報告・決算
※申請年度に創設した総合型クラブは提出不要

申請書類⑦.評価指標を用いた自クラブの自己点検・評価の結果

申請書類⑧.上記⑤及び⑥を議決した際の議事録
※申請年度に創設した総合型クラブは⑥を議決した際の議事録は提出不要

申請書類⑨.スポーツ団体ガバナンスプラットフォームが発行する登録証写し（登録番号
が付与される場合は、当該登録番号を申請書類①に記入することで対応）

申請書類⑩.その他都道府県協議会が定める提出物
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総合型地域スポーツクラブ登録・認証制度申請書類

資料４
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申請書類①.登録基準確認用紙 所定の様式に記入

基準を満たすかどうか
自己申告で○印を記入

提出書類に○印を
記入

総合型地域スポーツクラブ登録・認証制度申請書類 資料６
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申請書類②.基礎情報書類（総合型クラブ概要等） 所定の様式に記入

総合型地域スポーツクラブ登録・認証制度申請書類 資料６
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申請書類③.規約・会則・定款等 各クラブで定めた規約等を提出

・・・

（例）

総合型地域スポーツクラブ登録・認証制度申請書類 資料６
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申請書類④.役員名簿 所定の様式に記入

以下の登録基準を確認するために居住地（市町村名のみ
まで）の記載を求めております。

（２）運営形態に関する基準
⑤地域住民が主体的に運営している。
・規約等・事業計画・予算、事業報告・決算を議決する意思
決定機関の議決権を有する者の過半数が総合型クラブの
所在する市町村の住民である（又は当該市町村の住民と
当該市町村に隣接する市町村の住民を合算すると過半数
である）。

総合型地域スポーツクラブ登録・認証制度申請書類 資料６
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申請書類⑤.総合型クラブ内で承認を得た当該年度事業計画・予算
申請書類⑥.総合型クラブ内で承認を得た前年度事業報告・決算
各クラブで議決した書類を提出

・・・

（例）

総合型地域スポーツクラブ登録・認証制度申請書類 資料６
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申請書類⑦.評価指標を用いた自クラブの自己点検・評価の結果 所定の様式に記入

シートA シートB

総合型地域スポーツクラブ登録・認証制度申請書類

シートC

資料６
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申請書類⑧.上記⑤及び⑥を議決した際の議事録
※申請年度に創設した総合型クラブは⑥を議決した際の議事録は提出不要

（例）

・・・

総合型地域スポーツクラブ登録・認証制度申請書類 資料６
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申請書類⑨.スポーツ団体ガバナンスプラットフォームが発行する登録証写し（登録番号
が付与される場合は、当該登録番号を申請書類①に記入することで対応）

スポーツガバナンスウェブサイト利用者マニュアル第1.0版（JSC）から抜粋

参考

総合型地域スポーツクラブ登録・認証制度申請書類

※本確認書の取得方法についてはスライド26を参照

資料６



○スポーツ界全体への信頼性を確保
○スポーツ庁が「スポーツ団体ガバナンスコード〈一般スポーツ団体向け〉」を策定
（令和元年8月27日）

○総合型クラブも、同ガバナンスコードへの遵守状況に関する自己説明及び公表
に自主的に取り組むことが求められる。

経緯および目的

○６つの原則に関する自己説明及び公表

原則１ 法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。
原則２ 組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。
原則３ 暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。
原則４ 公正かつ適切な会計処理を行うべきである。
原則５ 法令に基づく情報開示を適切に行うとともに，組織運営に係る情報を積極的 に開示す

ることにより，組織運営の透明性の確保を図るべきである。
原則６ 高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合，ガバナ ンスコード

＜NF 向け＞の個別の規定についても，その遵守状況について自己 説明及び公表を
行うべきである。

ガバナンスコードの内容（次ページ以降に自己説明用の資料）

スポーツ団体ガバナンスコード（一般スポーツ団体向け）
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資料６



スポーツ団体ガバナンスコード（一般スポーツ団体向け）

スポーツ庁ホームページからダウンロードできます
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop10/list/detail/1420888.htm
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資料６



スポーツ団体ガバナンスコード（一般スポーツ団体向け）

スポーツ庁ホームページからダウンロードできます
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop10/list/detail/1420888.htm
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資料６



（１）国内のスポーツ団体の情報を検索・閲覧する
（２）団体情報を登録・公表する
（３）自己説明・公表確認書を発行する

スポーツガバナンスウェブサイト（令和３年３月１日開設）
URL：https://www.sg-web.jpnsport.go.jp/sgw/Top

スポーツ団体ガバナンスコード（一般スポーツ団体向け）

令和3年度より日本スポーツ振興センターのスポーツ振興事業助成に申請する際には、指定のウェブ
サイトにおいて自己説明・公表を行っていることが要件となっています。

日本スポーツ振興センター「スポーツガバナンスウェブサイト」を用いた自己説明・公表
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資料６

https://www.sg-web.jpnsport.go.jp/sgw/Top
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